
南アルプスＩＣ新産業拠点整備事業に係る企業立地支援条例 

令和元年１２月２０日 

条例第２１号 

（目的） 

第１条 南アルプスIC新産業拠点整備事業（以下「整備事業」という。）の事業用地（以下「事業用地」とい

う。）において、本市が誘致する企業に対し、支援措置を講ずることにより、当該整備事業における企業

立地を促進し、もって地域の価値を高め、地域経済の活性化を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 企業 市が誘致する事業者として市長が認める法人 

（２） 立地 市から事業用地を借り受け、事業を開始することをいう。 

（３） 投下固定資産額 事業用地において整備事業の用に供するための地方税法（昭和２５年法律第２

２６号）第３４１条に規定する家屋及び償却資産の取得に要する費用のうち、法人税法施行令（昭和４

０年政令第９７号）第１３条第１号から第３号まで、第６号及び第７号に掲げる減価償却資産（耐用年

数１年未満のもの及び取得価格２０万円未満のものを除く。）の総額をいう。 

（４） 賃借料 事業用地の賃貸借契約に基づく費用をいう。 

（５） 常時雇用労働者 雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）第６０条の２第１項第１号に規定す

る一般被保険者をいう。 

（６） 常用雇用労働者 立地に伴い、新たに雇用する労働者及び市外から転入する労働者で、次に掲げ

る全ての要件を満たす者をいう。 

ア 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者である者 

イ 市内に住所を有する者 

（７） 短時間労働者 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律（平成５年法律第７６号）第２条

で規定する短時間労働者で、市内に住所を有する者をいう。 

（８） 障がい者 障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和３５年法律第１２３号）第２条第２号から

第６号までに規定する障害者をいう。 

（支援措置） 

第３条 市長は、支援措置の適用を決定した企業に対し、支援措置を講ずるものとする。ただし、市、国、県

その他の地方公共団体又は産業支援機関の制度において、既に支援措置を受けていると認める場合は、こ

の限りでない。 

２ 支援措置の種類は、次に掲げるとおりとする。 

（１） 基盤整備措置 

（２） 地代軽減措置 

（３） 産業立地奨励金 

（４） 雇用創出奨励金 

３ 支援措置の内容等は、別表第１及び別表第２に定めるとおりとする。 

 



（支援措置の申請） 

第４条 前条の支援措置の適用を受けようとする企業は、規則の定めるところにより、市長に申請しなければ

ならない。 

（支援措置の適否の決定） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、支援措置の適用について、その

適否を決定し、規則の定めるところにより、その旨を申請者に通知するものとする。 

（支援措置の請求） 

第６条 前条の支援措置の適用の決定を受けた企業（以下「適用企業」という。）は、第３条第２項第３号及

び第４号に規定する支援措置の交付について、規則の定めるところにより、市長に請求することができる。 

（報告等） 

第７条 市長は、適用企業に対し、当該整備事業に係る報告若しくは関係図書の提出を求め、又は職員に調査

させることができる。 

（財産の管理及び処分の制限） 

第８条 適用企業は、支援措置の交付を受けて取得した財産について台帳を整備し、市長が必要と認めるとき

は、これを提示しなければならない。 

２ 適用企業は、支援措置の交付を受けて取得した財産を処分しようとするときは、別に定める財産処分承認

申請書を市長に提出して、その承認を受けなければならない。 

３ 市長は、前項の規定により財産の処分があったときは、既に交付した額の全部又は一部の返還を命ずるこ

とができる。 

（決定の取消し等） 

第９条 市長は、適用企業が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、支援措置の適用の決定の全部又

は一部を取り消すことができる。 

（１） 虚偽その他不正な手段により支援措置の適用の決定を受けたとき。 

（２） 立地後、２０年以内に第１条で規定する目的を達成するための事業を廃止したとき。 

（３） 法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為を行ったと市長が認めるとき。 

（４） この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。 

（支援措置の返還） 

第１０条 市長は、前条の規定により決定を取り消した企業に対して、既に交付した支援措置の額の全部又は

一部を返還させることができる。 

（委任） 

第１１条 この条例に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例の規定に基づく事業用地への立地企業の募集及び募集するための準備行為は、この条例の施行の

日前においても、行うことができる。 



別表第１（第３条関係） 

支援措置の種類 支援措置の内容 

基盤整備措置 市は、企業の事業計画に対し、市長が必要と認める範囲で事業用地における基盤整備

を実施する。ただし、当該基盤整備の限度額は、事業用地全体の基盤整備に係る経費

を合算した額に対して５億円までとし、限度額を超える場合は、企業の負担とする。 

地代軽減措置 市は、借地期間開始後１年間は、事業用地の賃借料を免除する。また、借地期間開始

後２年目以降の１年間は、事業用地の賃借料（年額）に１００分の８０を乗じて得た

額を軽減する。 

 

別表第２（第３条関係） 

支援措置の種類 支援措置の内容 

交付要件 区分 交付額等 

産業立地奨励金 土地取得費を除いた投

下固定資産額が３億円

以上の場合に限る。 

整備事業の実施に伴い増

加する常時雇用労働者数

が１０人以上５０人未満 

整備事業の用に供する投下固定資

産額に１００分の２を乗じて得た

額を交付する。ただし、６，００

０万円を限度とする。 

整備事業の実施に伴い増

加する常時雇用労働者数

が５０人以上１００人未

満 

整備事業の用に供する投下固定資

産額に１００分の２を乗じて得た

額を交付する。ただし、１億円を

限度とする。 

整備事業の実施に伴い増

加する常時雇用労働者数

が１００人以上５００人

未満 

整備事業の用に供する投下固定資

産額に１００分の２を乗じて得た

額を交付する。ただし、１億５，

０００万円を限度とする。 

整備事業の実施に伴い増

加する常時雇用労働者数

が５００人以上 

整備事業の用に供する投下固定資

産額に１００分の２を乗じて得た

額を交付する。ただし、２億円を

限度とする。 

雇用創出奨励金 特別な理由がある場合

を除き、常用雇用労働者

又は短時間労働者を３

年以上継続して雇用契

約を行う場合に限る。た

だし、奨励金の総額は１

企業につき５００万円

を限度（障がい者加算を

除く。）とする。 

常用雇用労働者（正規） １人当たり５０万円を交付する。

ただし、対象労働者が障がい者で

あるときは１人当たり１０万円を

加算した額を交付する。 

短時間労働者（非正規） １人当たり１０万円を交付する。

ただし、対象労働者が障がい者で

あるときは１人当たり２万円を加

算した額を交付する。 

 


